
Ⅰ．はじめに 

　2021 年５月 27 日に『障害者差別解消法改正』

の改訂が行われた。そのポイントは、「民間事業者

の合理的配慮提供の義務化」であり、交付から３年

を超えない範囲で施行されることが示された。本学

に最も関係する項目として、「学校における合理的

配慮、設備面の整備」が考えられる。そこで、短大

の研修会として開催し、全教職員で「障害者差別解

消法改正法」について学び、共通理解することとし

た。

Ⅱ．講演の概要

　「障害者差別解消法改正が意味するもの」

　　　　講師　尻無浜　博幸氏　（松本大学教授）

１．はじめに

（1）「世界人口の 15％が障害を抱えている事実が

ある」（読売新聞：2021 年 8 月 25 日）

　1970 年、80 年くらいからずっと、障害者の割合

というのは、世界で 10％と言われてきたが、今は、

15％になり、５％増えたことになる。この 15％の

内訳は、障害に関する世界報告書が、根拠となって

いる。この報告書によると、高所得国の障害者の割

合は、大体 11.8％。低所得国が、18％くらいであり、

その平均が、15.6％となっている。今回のパラリン

ピックでは、「障害者の割合 15％」ということが強

調された。

　長野県の障害の発生率は、7.9％（2021）と低め

である。しかし、実際には、障害者手帳の取得が厳

しかったり、カウントの仕方が自治体によって異

なっていたりする。 実際機能障害があったとして

も、取得に至っていないということがあったり、背

景にある理由は様々である。また、長野県の高齢化

率は、32％ぐらいあり、介護保険などにシフトす

ることが必要なレベルになってきている。

（2）「障害者に関する世論調査」（2017 年度内閣府）

　平成 29 年度に内閣府で行われた「障害者に関す

る世論調査」項目に、『障害のある人とない人が同

じように生活するためには、例えば、受付窓口で耳

の不自由な方に筆談で対応したり、商店で高い棚に

ある商品を店員が代わりに取ってあげたりすること

など、さまざまな配慮や工夫が必要になることがあ

るが、こうした配慮や工夫が行われなかったとした

ら、それが「障害を理由とする差別」にあたる場合

かどうか』という調査があった。その結果、全体的

には、「差別に当たると思う」というのが 53. ５％。

「差別に当たらない」というのが、34.4％であった。
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　2021 年 5 月 27 日に「障害者差別解消法改正」が行われた。そこに、「民間事業者の合理的配慮提供の義

務化」について交付から３年を超えない範囲で施行されることが示された。このことは、本学に最も関係す

る項目として、「学校における合理的配慮、設備面の整備」が考えられる。そこで、「障害者差別解消法改正

法」について全教職員で学び、共通理解をすることを目的に「FD/SD 研修会」（2021 年 9 月 22 日）を開催

した。研修会では、松本大学教授　尻無浜博幸氏を講師に迎え「障害者差別解消法改正が意味するもの」と

題し、障害者差別解消法改正について、「合理的配慮」、「障害者権利条約」、「障害をどう捉えるか」の３つの

視点からお話いただいた。最後に、本研修会後の教職員のアンケート調査結果を記載した。なお、本報告書は、

松本短期大学倫理委員会（承認番号 202103）の承認を得て作成した。
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(3)「合理的配慮」について

①日本における合理的配慮の定義

　「障害者差別解消法」の法律の中には、「合理的配

慮」の定義はなく、「障害者権利条約の第 2 条」の「合

理的配慮の定義」を、そのまま、「障害者差別解消法」

では位置づけている。

＜障害者権利条約第２条：合理的配慮の定義＞

「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基

本的自由を享有し、又、行使することを確保す

るための必要かつ適当な変更及び調整であっ

て、特定の場合において必要とされるものであ

り、かつ、均衡を失った又は過度の負担を課さ

ないものをいう。」

※３．障害者権利条約との関係　参照

②日本における合理的配慮の解釈

１）「過度の負担を課さないもの」とは、

（例）

・配慮に係る金銭的負担（例えば、施設を新しくす

　る、増改築するなど）

・配慮をしての基礎的な差別（環境を整備するとい

　うようなこと）

・根本的に勤務時間や業務の内容を変更

　そこに至るまで必要な配慮は、一応「過度な負担」

　を課さない程度に、応じることになっている。だ

　から、求めに対して、全てが実現できるとは限ら

　ないということを、きちんと認識する必要がある。

２）申し出に対する対応

　困っている障害者から、「こうして欲しいという

訴えがあったら、できる限り対応する必要がある」

と記載されている。

【実践例】

①募集要項

　（障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合

理的配慮に関する Q ＆ A/ 厚労省）

　『募集するときに、「心身ともに健全（健康）な方

を募集」という要件を設けてもよいか』ということ

について考えてみよう。

（考える観点）

　厚生労働省の「障害者雇用促進法に基づく障害者

差別禁止・合理的配慮に関する Q&A」によれば、

・「心身ともに健全（健康）な方を募集」という表

現は、それだけでただちに障害者であることを理由

とする差別に該当するものではないと考えられる。

しかし、事業主側の意図や認識にかかわらず、障害

や難病のある方が一律に排除されているかのような

調査データを見ると、30 代は「差別に当たらない」

と評価した人が、他の年代に比べて多かった。逆に、

50 代は、「差別である」と評価した人が多かった。

現状として、「障害者差別解消法」における「障害

の差別」という捉え方に関しては、さまざまな状況

になっていることが伺える。

２．「障害者差別解消法改正」について

(1)「障害者差別解消法改正」について

　「障害者差別解消法」は、2016 年の 4 月に施行

されて、2021 年 5 月に改正がされ、3 年を超えな

い範囲で、施行することになった。2021 年 9 月の

審議会等では、令和 4 年度に整えて、令和 5 年度

中に施行という方向で進んでいる。なお、この法律

のポイントは次の二つである。

ポイント①

　差別を以下の二つに類型化している。その一つは、

「不当な差別的取り扱いの禁止」もう一つは、「合理

的配慮を提供しないこと、合理的配慮の不提供」と

いうことである。

ポイント②

　「差別」が禁じられているのは「国・地方公共団体・

事業者」である。今回の法改定で私立大学も、この「事

業者」に該当する。今まで「努力義務」だったのが、

「義務」が課せられることになる。「事業者」という

のは、営利、非営利、NPO 法人など、法人の種類

は問わないということとなった。

(2)「障害者」の定義と「合理的配慮」の歴史

①「障害者」の定義：対象は「障害者手帳の所持者

に限らない」ことになっており、「社会モデル」の

考え方で障害を捉えている。「対象分野」は、日常

生活や社会生活全般が対象となる。

②「合理的配慮」の歴史：アメリカの 1960 年代の

公民権運動が最初と考える。宗教生活を守るため、

仕事に対して、ある種の主張をする。宗教の生活と

仕事を両立させるために、事業主等と話し合い、配

慮の上で生活をしていくということが、規律として、

1964 年、1973 年の法律などで、謳われた。そこ

から「合理的配慮」という概念が生まれてきた。こ

の「合理的配慮」の取り組みは、昔から、アメリカ

の概念があり、「合理的修正」、「合理的調整」とい

う言葉で謳われていた。そこから、世界共通「合理

的配慮」という形になっている。「雇用分野」では「障

害者雇用促進法」という別の法律で、位置づけてい

る。このように、起源の流れから言うと、雇用分野

の取り組みであり、歴史的には長いというように受

け止めていただきたい。
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(4)　国立大学における対応

　国立大学は、文部科学省の指導によって、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

（文部科学省）に基づいて行っている。この対応要

領の中に、「推進体制」、「相談の体制の整備」等が

記載されている。更に、「教職員対応要領における

留意事項」がある（参照：参考資料）。そこには、

具体的な留意事項として、「障害の差別に当たり得

る例」や「合理的配慮」に当たり得る配慮などの具

体例も記載されており、私達が教員として、どうい

う風にやっていけばよいのか、ここを見れば分かる

ようになっている。

　「教職員対応要領における留意事項」に記載され

ている一例として、松本大学では、私が所属してい

る学部は、留学生の電子辞書利用を、許可している。

留学生の語学のハンディの観点からすると、不正行

為などの可能性も考えられるが、それらを、担保し

た上で許可をしている。

＜今後の課題＞

　「合理的配慮」などの制度ができたことにより、

さまざま規則を作る必要がでてくる。必要なことは

担保しながら、教員と職員が一体となって、学校運

営などに留意しながら、学生募集、人材構築、地域

貢献等とバランスを取りながら、学校として、どう

対峙していくのか、重要になってくる。ルール化す

ることやガイドラインを作ることは、何かを参考に

すると簡単にできる。しかし、そこに、どう愛を込

めて、学校関係者が学生と一緒になって、運用して

いくのかということは、眼に見えていないが、今後、

問われることではないでしょうか。

３．障害者権利条約との関係

　「障害者権利条約」は、2006 年に、国連で作られ、

日本は、2014 年に、批准をした。「障害者権利条

約」には、世界で初の共通ルールとして、性別、宗

教、人種、障害者などの差別に、取り組んでいくこ

とが述べられている。そのポイントは、「社会モデ

印象を求職者に与えるおそれがある。このことに

よって、「合理的配慮の不提供」は、解釈によって、

該当することになることを意味する。

・従って、「心身ともに健康な方」という表現では

なくて、その業務の内容だとか、業務を行う上で必

要な能力などを具体的に示すなど、障害や難病のあ

る方が一律に排除されているかのような印象を与え

ることのないよう配慮することが必要である。

②松本大学 2022 年度の学生募集要項の記載

　松本大学の HP に掲載している「2022 年度の学

生募集要項」をご覧いただきたい。来年度の「学生

募集の受験上の注意」として、「受験上の配慮が必

要な方へ」という記述がある。こういうことが実際

の「合理的配慮」の具体例の一つだと思っていただ

きたい。

　最初に「受験上の配慮を希望する方は」と、謳っ

てある。そして、文面の最初に「事前相談書」の提

出を求め、その申請内容に応じて、「必要な配慮を

行います」と記載してある。その意味は、「必要に

応じて、事前相談書の中で確認します」ということ

である。そして、次に、「すべての要望にお応えで

きるとは、限りません」と、記載してある。このこ

とは、障害者差別解消法改正では、申請内容の全て

を対応できなくても良いということになっているの

で正しい記載である。このように、「事前相談書」

があり、「疾病だとか、配慮を希望する項目などが

記入できるようになっている。更に、「本相談書に

加え、医師の診断書を必ず提出し」とあるが、実

は、これは間違いである。必ず提出する必要は、現

状の法律では求められていない。「本相談書に加え、

医師の診断書を必ず提出し」ということは、法律的

にではなく、「松本大学は、必要である」というこ

とである。つまり、学校組織において機関決定した

対応についての文言であることをご理解いただきた

い。

③松本大学：身体に障害がある学生への「合理的配

　慮」で対応した例

　教職員の駐車場は、学生が講義を受ける建物の横

にあるが、学生の駐車場は建物から遠い所にある。

　身体に障害のある学生は、杖を使用している。そ

の学生から、「学生駐車場に車を止めなくてはいけ

ないけども、杖を使っているので、歩かなくてはい

けない。教職員の駐車場を、使わせて欲しい。ここ

で車を止めて、校舎に行きたい」と訴えがあったの

で、許可をした。許可をするにあたり、教職員の駐

車場に車椅子のマークをつけ、身体に障害のある学

生が優先的に使用できるようにした。　　
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際分類の「ICIDH」の所で謳ってきた。これは、ど

ういう特徴があったかというと、「基底還元論」と

言われ、起因とするところは、impairment である。

　「ICIDH」の障害の捉え方というのは、「基底還元

論」に基づき、impairment を改善するということ

である。つまり、手術をしたり、病気を治したりす

るために、病院にかかるということになる。このよ

うなことが、「障害を改善する」こと繋がった。

(2)ICF

　しかし、そのうちに「治らない障害」どうするの

とかということから、「ICIDH」の障害の捉え方の

限界を社会が感じるようになった。当初「ICIDH-2」

という、version2 として、2000 年から世界に出し

ていこうという議論があった。

　2001 年に、急遽、障害を「ICF」で捉えてい

くという考え方が出された。「ICF」というのは、

functioning「機能」で捉えることである。「機能」

というのは、話したり、動いたり、持ち上げたりと

いう、そういったことができる環境で捉えることで

ある。それが、「IF」ということである。

　ここで言う「環境」とは、個人が生活する環境を

意味する。障害のある人が置かれている社会環境は、

その人の障害に影響を及ぼすのか及ぼさないのか、

「社会の在り方が一番、問題である」ということを

説いている。その考え方を「社会モデル」と呼んで

いる。だから、環境を変えることによって、その人

は、障害を意識せず生活することができるようにな

る。このことについて、例を挙げて説明する。

　普通だったら、サリドマイド児は、このスイッチ

を押すのに 10 秒かかる。環境を整えると普通、手

がここにある（脇にある）のに 5 秒でできる。「環

境を、どう、整えますか」ということが問われる。

例えば、ここに一つ段差を置くのはどうでしょうか。

段差を置くことによって、このスイッチの位置と手

が位置が一緒であれば、ここに（脇に）手があろう

と、どこに手があろうとスイッチを押すことができ

る。そういうような観点で、私達に関係する社会に

おける障壁を改善していく。

　つまり、「impairment ＝障害」ではないという

ことである。Impaiement（機能障害）はあるが、

環境が整えば、障害者でないということを、「ICF」

は言っている。

　現在では、置かれている環境で、要介護度を見て

いくようになってきている。社会環境の違いで捉え

ることで、「障害」が改善できる。それは、そこに

関わった人たちが改善できる余地があるということ

でもある。障害を抱えて、その人の問題でもあるか

もしれないが、その人に、私たちは、関わる訳であ

ル」に置かれていることである。

　「障害者権利条約」は、世界における「差別禁止」

を謳った条約である。それまで、日本には、国内法で、

差別に当たるような法律が多くあった。欠陥条約み

たいなものしかりですけども、「精神障害」がある

ことによって試験を受けられないということもあっ

た。様々なことを意図的に差別しようと思って、時

代が流れて来たわけではないが、結果的にいろいろ

な世界の流れの中で、差別に該当するという所がで

てきた。そうした流れの中で、「合理的配慮」等も、

この権利条約の流れの中で、できている。「障害者

差別解消法」が、何をめざしているかというと、「こ

ういう配慮しなさいよ」こういったことが「差別に

該当しますよ」と言ったことになる。

　最終的なゴールは、「障壁のある社会（Society）

から障壁のない社会 (Society for all) にしましょう」

と言うことである。その一環として国内法の「障害

者差別解消法」が成立をした。その中に、「障害の

差別」だとか、「合理的配慮の不提供」といったこ

とが、どういったことなのか、私達は、学校におい

て、学生との関係の中でも問われている。

　更に、「（SDGs）　誰一人取り残さない」、「誰一人」

ということが要求されている。それは、日本だけで

はなく、世界レベルで、こういった社会を作ってい

こうと、位置づけがなされている。

４．「障害」をどう捉えるか -障害の３つの次元 -

(1)ICIDH

　1980 年代は「ICIDH」で、障害の次元の整理が

行われた。どういう次元かというと、

① impairment「機能障害」：手が、不自由な状態で

あること。過去に、サリドマイド児という障害

のある子どもがいた。母親が妊娠中に、不眠で

悩まされたことから睡眠薬を飲んだことが原因

だったようである。そのことが原因で、手が、

違う場所にある。これが、impairment の状態、

機能障害である。

② disability「能力障害」：この impairment がある

ことによって、能力障害を起こす。能力障害に

よって「できない」ということが起こる。例えば、

字が書けないだとか、電気をスムーズに消せな

いだとか、というのが能力障害である。

③ Handicap「社会的不利」：impairment と disability

があることによって、handicap、社会的不利を

被る。

　ICIDH には、以上のように、3 つの次元がある。

障害は、車椅子に座っている、その方というのでは

なく、1980 年代の頃はこういう 3 つの次元が一緒

に重なって「障害」と、位置づけていくことを、国
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…24 名

・教育活動には取り入れることは難しいが、知識と

して勉強になった…７名

  講演の内容についての評価は高く、講演後の質疑

応答も活発に行われた。

(3) 感想及び意見

＜幼児保育学科＞

・様々な見地から捉えられる合理的配慮について違

う側面から知ることができ、学生への伝え方に幅

ができた。

・発達障害・精神障害を抱える学生の対応に苦慮し

ている。合理的配慮の視点から大学、学科として

線引きを検討していくことが必要と理解した。入

試、学生募集に関しても今後の表記の参考になっ

た。

・学生の受け入れに対しては、合理的配慮ができて

も、その学生を社会に出すにあたっての責任も考

えていかなくてはならず、対処の難しさがあると

思う。

・具体的な事例をあげて分かりやすかった。保育者

として対応する障害を持つ子ども、保護者の方々

への接し方のヒントになるお話でしたので学生に

も伝えていきたいと思う。

・数字、データに基づく説明であったので分かりや

すかった。

・今後、大学が整備していかないといけない内容だっ

た。

＜介護福祉学科＞

・法改正について具体的でわかりやすい講演であっ

た。

・特に合理的配慮の意味について、今まで引っかか

っていた点についても理解できた。

・具体例から今一度、見直していかなければならな

いと痛感した。

・合理的配慮の根底や考え方、捉え方など、多くを

　学び、考える機会をいただけた。

・今まで学科内で配慮してきたことについても短大

として基本的な方針としていくことも大切ではな

いか。

・受験上の配慮が必要な方について事前相談書で確

認し、状況に応じた配慮を適切に行う等、個人や

学科単位ではなく、短大組織として体系的に対応

していく必要性を学んだ。

・当事者からの「こうしてほしい」という訴えがあっ

た場合のみ対応するとなると、合理的配慮から漏

れてしまう人もいるおそれがある。

・アウトリーチやアドボカシーといった視点からの

るから、「困ったことは、何なのか」と言えるよう

な環境を作っていくことが大切である。それが、「合

理的配慮の提供」でもある。できることはやって、

少しでもよりよくしていくということが、この「障

害者差別解消法」では、求められていることを、しっ

かり理解をしていただきたい。

　

５．まとめ

　冒頭でお話をした 15％について、まとめてみた

い。1970 ～ 1980 年の頃は、10％だったが、今

は、15％である。これは、障害を持っていない人

が 85％いて、85％と 15％の人の話ではないという

ことである。100 分の 15 対 85 という観点で捉え

て行く必要があると思う。

　この枠組みというのは、我々にとっては、大学に

集まってくる学生にどう対応できるのかというの

が、問われていることになる。「障害者差別解消法」

では、「障害者が、こうして欲しい」というように、

障害者が協調されていますが、「障害は、社会の在

り方で作られている」と言うことからすると、まず、

私達がイメージしている障害者像の認識を変えなく

てはいけないのではないか。そうしたことがなんと

なく問われていて、それなりの対応をする必要があ

るということは、この法律の中で、問われていると

いうことを、感じていただきたい。

Ⅲ．研修の成果と課題

１．FD/SD 研修会後のアンケート結果

(1) 所属と参加者数

　 ※短大教職員の参加率は、８２．６％

　　（内訳）

　　　 幼児保育学科…８名

 　　　介護福祉学科…５名

　　　 看護学科・学部…１１名

　　　 事務部…７名

　実習などの公務以外の理由で欠席をした教職員は

なく、研修会への参加は良好であった。

(2) 講演の評価 　※アンケート提出：31 名

・今後の教育活動をする上で、参考になった
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（4）今後の課題

〇「合理的配慮」について、

・学生部・学生支援委員会などで原案を作成し、学

校としての基準・運用組織などを決めていく。

・「合理的配慮」について、本学の入試要項に記載

　する。

・支援が必要な学生への対応などについて、窓口な

どを決め、組織的な取り組みを行う。

　

支援と法にしばられない柔軟な支援も必要ではな

いかと思った。

・「15：85」という話ではなく、社会のあり方であ

るという認識が必要である。

・「差別解消法」ではなく、本来は「差別禁止法」

という文脈で捉えるという意見には賛成である。

＜看護学科・学部＞

・差別解消は人間として尊重することととらえてい

る。障害者も健常者もできることとできなことが

ある。どこまで要求を聞くか、障害者を受け入れ

るとき、人的・経済的基盤はなど知りたかった。

・ICF の考え方は当然である。

・わかりやすい言葉で説明していただき理解につな

がった。

・環境を整えることで障害ではなくなる。理想は大

事。しかし現実は難しい。

・改めて取り組みの必要性は感じた。個々の事例か

ら実施していくことが大事だと思った。

・多様性を理解し、尊重して学生との関係性を築い

ていくうえで必要な知識であり、何ができるか、

どうするかを考えていきたい。

・授業で障害者を扱うことが多い。

・具体的な例がありわかりやすかった。

＜事務局＞

・松本大学の話をまぜて話していただき分かり易か

った。

・障害者への対応を具体的に話され参考となった。

・本日の講義内容と資料を参考にして、合理的配慮

について再考するよいきっかけになった。

・環境を整備することにより、障害の有無にかかわ

らず同じように参加できることが分かった。

・本学は 1 号館と３号館にはエレベーターがないの

で環境整備が必要なのではないかと思う。

・合理的配慮の考え方が良くわかった。

・業務を遂行していく上で、判断基準が明確になっ

た。

・合理的配慮の提供について具体的に知ることがで

きた。

・学内における配慮について深い議論をするきっか

けになると感じた。

・学生支援委員会を中心として動きが活発になるこ

とを期待する。

・受験上の配慮が必要な方について事前相談書で確

認し、状況に応じた配慮を適切に行うなど、個人

や学科単位ではなく、短大組織として体系的に対

応していく必要性を学んだ。
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〇疲労を感じやすい障害者からの別室での休憩の申

　し出に対し、休憩室の確保に努めるとともに、休

　憩室の確保が困難な場合、教室内に長椅子を置い

　て臨時の休憩スペースを設けること

（意思疎通の配慮）

〇授業や実習、研修、行事などのさまざまな機会に

　おいて、手話通訳、ノートテイク、パソコンノー

　トテイク、補聴システムなどの情報保障を行うこ

　と

〇ことばの聞き取りや理解・発生・発語などに困難

　を示す学生などのために、必要なコミュニケー

　ション上の配慮を行うこと

〇シラバスや教科書・教材などの印刷物にアクセス

　できるよう学生などの要望に応じて電子ファイル

　や展示・拡大資料などを提供すること

〇聞き取りに困難のある学生などが受講している授

　業で、ビデオなどの視聴覚教材に字幕を付与して

　用いること

〇授業中教員が使用する資料を事前に提供し、事前

　に一読したり、読みやすい形式に変換したりする

　時間を与えること

〇事務手続きの際に、教職員や支援学生が必要書類

　の代筆を行うこと

〇障害のある学生などで、視覚情報が優位な者に対

　し、手続きや申請の手順を矢印やイラストなどで

　分かりやすく伝えること

〇間接的な表現が伝わりにくい場合に、より直接的

　な表現を使って説明すること

〇口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に、指示を

　書面で伝えること

〇授業でのディスカッションに参加しにくい場合

　に、発言しやすいような配慮をしたり、テキスト

　ベースでの意見表明を認めたりすること

〇入学試験や定期試験、または授業関係の注意事項

　や指示を、口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝

　達すること

（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例）

〇入学試験や定期試験において、個々の学生などの

　障害特性に応じて、試験時間を延長したり、別室

　受験や支援機器の利用、点字や拡大文字の使用を

　認めたりすること

〇成績評価において、本来の教育目標と照らし合わ

　せ、公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を

　検討すること

〇外部の人々の立ち入りを禁止している施設などに

　おいて、介助者などの立ち入りを認めること

〇大学行事や講演、講習、研修などにおいて、適宜

 参考資料：配付資料

（熊本大学 HP）より

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領」（文部科学省）

・「教職員対応要領における留意事項」

不当な差別的取り扱いに当たり得る具体例

〇障害があることを理由に受験を拒否すること

〇障害があることを理由に入学を拒否すること

〇障害があることを理由に授業受講を拒否すること

〇障害があることを理由に研究指導を拒否すること

〇障害があることを理由に実習、研修、フィールド

　ワークなどへの参加を拒否すること

〇障害があることを理由に事務窓口などでの対応順

　序を劣後させること

〇障害があることを理由に式典、行事、説明会、シ

　ンポジウムへの出席を拒否すること

〇障害があることを理由に学生寮への入居を拒否す

　ること

〇障害があることを理由に施設などの利用やサービ

　スの提供を拒否すること

〇手話通訳、ノートテイク、パソコンノートテイク

　などの情報保障手段を用意できないからという理

　由で、障害のある学生などの授業受講や研修、講

　習、実習などへの参加を拒否すること

〇試験などにおいて、合理的配慮を受けたことを理

　由に評価に差をつけること

＊以上に掲げる具体例以外でも不当な差別的扱いに

該当するものがあることを留意すること。

合理的配慮に当たり得る配慮の具体例

　（物理的環境への配慮）

〇車椅子利用者のためにキャスター上げなどの補助

　をし又は段差に携帯スロープを渡すこと

〇図書館やコンピュータ室、実験・実習室などの施

　設・設備を、他の学生などと同様に利用できるよ

　うに改善すること

〇移動に困難のある学生などのために、普段よく利

　用する教室に近い位置に駐車条を確保すること

〇配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレットな

　どをとって渡したり、図書やパンフレットなどの

　位置を分かりやすく伝えたりすること

〇障害特性により、授業中、頻回に離席の必要があ

　る学生などについて、座席位置を出入口の付近に

　確保すること

〇移動に困難のある学生などが参加している授業

　で、使用する教室をアクセスしやすい場所に変更

　すること
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ただき、心より御礼申し上げます。

　また、2021 年度の FD 委員会の先生方には、講

演会に関しての準備及び片付け、本報告書作成にあ

たり、内容のご確認をいただき、心より御礼申し上

げます。

　休憩を取ることを認めたり、休憩時間を延長した

　りすること

〇移動に困難のある学生などに配慮し、車両乗降場

　所を教室の出入り口に近い場所へ変更すること

〇教育実習などの学外実習において、合理的配慮の

　提供が可能な期間での実習を認めること

〇教育実習、病棟実習などの実習授業において、事

　前に実習施設の見学を行うことや、通常よりも詳

　しいマニュアルを提供すること

〇外国語のリスニングが難しい学生などについて、

　リスニングが必要となる授業を他の携帯の授業に

　代替すること

〇障害のある学生などが参加している実験・実習な

　どにおいて、特別にティーチングアシスタントな

　どを配慮すること

〇 IC レコーダーなどを用いた授業の録音を認める

　こと

〇授業中、ノートを取ることが難しい学生などに、

　板書を写真撮影することを認めること

〇不随運動などにより特定の作業が難しい障害者に

　対し、教職員や支援学生を配慮して作業の補助を

　行うこと

〇感覚過敏などがある学生などに、サングラス、イ

　ヤーマフ、ノイズキャンセリングヘッドフォンな

　どの着用を認めること

〇体調が悪くなるなどして、レポートなどの提出期

　限に間に合わない可能性が高いときに、期限の延

　長を認めること

〇教室内で、講師や板書・スクリーンなどに近い場

　所を確保すること

〇履修登録の際、受講者数制限のかかる可能性のあ

　る選択科目において、機能障害による制約をうけ

　にくい授業を確実に履修できるようにすること

〇入学時のガイダンスなどが集中する時期に、必要

　書類やスケジュールの確認などを個別に行うこと

〇治療などで学習空白が生じる学生などに対して、

　補講を行うなど、学習機会を確保できる方法を工

　夫すること

〇授業出席に介助者が必要な場合には、介助者が授

　業の受講生でなくとも入室を認めること

〇視覚障害や肢体不自由のある学生などの求めに応

　じて、事務窓口での同行の介助者の代筆による手

　続きを認めること
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